
　　　補助を受けるまでの申請手続きの流れ
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　　　　ホームページからダウンロード可能ですが、申請の前に環境政策課にご相談下さい

雨水タンク購入前に雨水タンク設置補助金交付申請書(様式第１号)を提
出してください。

　

書類審査後、必要に応じて設置場所の現地調査の現地確認を行うこと
もあります。

審査後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式
第４号)を通知します。

交付申請書の提出

補助金の交付可否
決定通知書の送付

完了報告書の提出

(交付可否決定書を確認後、購入の手続きをしてください。）

請求が適切であれば、申請者の指定の口座に決定金額を振り込みま
す。

　　　　　　　　　　　　必要な書類

　　　　　　　　　　　　必要な書類

　

　　※  　必要な書類は、市役所環境政策課の窓口にあります。また、摂津市環境政策課の

補助金の支払

①補助金交付請求書

交付請求書の提出

 　　　　　　　　　　　  必要な書類

問合せ先
　摂津市 生活環境部 環境政策課
   06-6383-1364 /  072-638-0007

①交付申請書　②設置場所案内図　③見積書の写し

④製品のカタログ(有効貯留量、材質等記載書類)　⑤設置場所写真

    　※借地又は借家に設置する場合には、所有者の同意書が必要

　　   ※申請等を本人以外が行う場合には、本人の委任状が必要

申請書の審査の結果、申請者に交付可否決定通知書(様式第２号)を送付
いたします。

雨水タンクの購入、設置を行い、代金を全額支払ってください。
（施工業者からの領収書が必要です。）

①設置完了報告書　②領収書の写し　③設置タンクの写真

申請者は、速やかに補助金交付請求書(様式第５号）を提出してくださ
い。

補助金額の確定

　

設置工事完了後30日以内に雨水タンク設置完了報告書(様式第３号)を
提出してください。

雨水タンクの購入
及び設置

※設置後の補助金申請はできません


